
課税事業者 ○基本的視点の再チェック
免税事業者

○補助事業の内容および目的・効果

目　　的

・ 効 果

○財政的視点のチェック

○補助事業の収支状況　※上段:補助事業等に要する経費　[下段]:補助対象経費

☑ □

10,761

[8,058] 1,169 [9,227]

1,452

7,760 10,143

２ 補助金等の使途は適切である

10,094 12,784

計

10,095 12,685

[9,134]

5,574 10,761

[5,574] [989] [2,664] [] [9,227]

989 2,967 1,231 ７ 経常経費の節減に努めているか

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内
である

　人件費に対する補助があるため，１/２を超えているが，高齢者を主体と
する介護予防，相互の生活支援の活性化を図るためにも安定した事務局の
体制維持は必要であるほか，国も連合会の重要性を認識し財政支援してい
るものであり，今後も補助を継続する。

５ 前年度繰越金は生じていないか

☑

□

□

□

11,228

[9,284]

３ 積算基準は定められている

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか □

□

□

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

３
自主性（自主自立に向け努力して
いるか）

　各種事業や組織運営など自主的に行われ
ている。

４
有効性（他の手法ではなく補助す
ることが，施策目的実現に最適
か）

　組織として成立し，自主性を損なうこと
なく活動するために有効である。

１

公益性
（明確な公益性があるか）

　老人クラブは，市内全域で地域を基盤に
高齢者の自主的な参加で組織されている。
社会奉仕活動のほか，高齢者の孤立を防ぐ
ための活動など地域社会に貢献しており，
地域のリーダーとなるような高齢者の育成
を担う連合会の社会的役割は重要である。

２
必要性（補助しなければならない
事業であるか）

　平成２０年４月に連合会への支援強化を
行う旨の国からの通知を受けており，国庫
補助金の補助対象経費も拡大している。

　①広く市民生活の向上に貢献
　　する事業

　②市民ニーズが高い事業

☑

□☑

□

☑

☑ □

□☑

□

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

老人クラブ連合会運営費補助金

基　本　的　視　点 適 不適 説　　明

R7
(予算)

出
R6

(決算)

6,525

[6,575] [1,515] [3,047] []

R4
(決算)

R5
(決算)

5,295 10,143

[5,295] [1,073] [2,766] []

[11,137]

12,784

[6,525] [1,349] [3,310] [] [11,184]

6,575 12,685

支
R3

(決算)

年　度 人件費 事務費 事業費
上部団体

負担金等

[5,335] [896] [3,053] []

5,335

R7
(予算)

[10,094] 1,090 [11,184]

[1,042] [11,137][10,095]

2,590

入
R6

(決算)

その他

収
R3

(決算)

7,832

[7,832]

団　体　名

助成の根拠規定等 ・老人福祉法（国）・在宅福祉事業費補助金交付要綱（国）
・函館市補助金等交付規則・函館市老人クラブ運営費補助金交付要綱
・函館市老人クラブ連合会運営要領(条例・規則・要綱等)

内　　容

R5
(決算)

R4
(決算) [7,760] 1,374 [9,134]

8,058

11,228

[9,284]

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）

補 助 金 名
（交付金名）

老人クラブ連合会運営費補助金
開　始

　昭和５２年度
年　度

(単位：千円)

年　度
助　　成　　金

事業収入 会　費 繰越金 その他 計
市

団体等

の状況
函館市老人クラブ連合会

□

☑

　老人クラブに対する指導事業や高齢者の幅広い社会活動促進を通じて，地域の
リーダー的人材の育成を担う推進母体として諸事業を実施している老人クラブ連合
会に補助する。
　また，国においては，高齢者を主体とする介護予防と相互の生活援助という観点
から，老人クラブの活動・役割に今後も期待しているところであり，市の事業に対
し，国庫補助がある。

（目　的）
高齢者の社会活動を促進するため，老人クラブに対する指導事業および高齢者の幅
広い社会活動促進のための諸事業を実施している連合会の健全な運営を期すること
を目的とする。

（効　果）
　老人クラブならびに会員の高齢化社会に即応できる体質の改善と資質の向上，自
らの生きがい創造の助長と積極的な社会参加に貢献しており，自主運営事業として
の意識向上に繋がっている。

3,396

2,383

2,703

1,073 3,303 472

896 3,503 1,494

2,690

1,349 3,375 1,535

1,515 3,047 1,548



○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

□

□

□

☑

終期設定 □ 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

老人クラブ連合会運営費補助金

・正副会長会議・理事会・評議員会・専門部会・女性部役員会の開催・各種サークル活動運営委員会の開
催
・奉仕活動への参加
・研修会の実施・参加
・健康づくり・生きがいづくり事業の実施
・サークル活動
・広報活動

・奉仕活動（春・秋のクリーングリーン活動参加，老人クラブ社会奉仕の日）
・研修会（７研修会　延２７９人参加）
・健康づくり・生きがいづくり事業（元気アップ講座 延３００人参加，パークゴルフ大会開催９８人参
加，
　輪投げ大会２８６人参加，健康福祉まつり２４０人参加）
・サークル活動（ダンス，舞踊，華道，シニアヨガ，カラオケ　登録者延１１１人）
・広報活動（函老連だより発行　年２回　５月・１１月）
・老人福祉大会の開催（１５０人参加）

  老人クラブは，市内全域で地域を基盤に高齢者の自
主的な参加で組織されている。社会奉仕活動のほか，
高齢者の孤立を防ぐための活動など地域社会に貢献し
ており，地域のリーダーとなるような高齢者の育成を
担う連合会の社会的役割は重要である。

令和　　　9　年度 ☑ 終期到来時に再検討 令和　　9　年度

現行のまま補助を継続

必要な見直しや改善を図りながら経費節減に取り
組む。

見直したうえで補助を継続

廃止

その他□

□

☑

□


